
５
月
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自
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マ
ナ
ー
ア
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強
化
月
間
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児
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福
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間
５
月
５
日
か
ら
11
日
ま
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で
き
る
こ
と
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よ
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自
転
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５
則

　
子
ど
も
や
家
庭
、
子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
を
国
民
全
体
で
考
え
る
こ
と
を
目
的

に
、
毎
年
５
月
５
日
の
「
こ
ど
も
の
日
」

か
ら
一
週
間
を
「
児
童
福
祉
週
間
」
と
定

め
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
が
家
庭
や
地
域
で
、
豊
か

な
愛
情
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
夢
と
希
望
を

持
っ
て
、
未
来
の
担
い
手
と
し
て
、
個
性

豊
か
に
、
た
く
ま
し
く
育
っ
て
い
け
る
よ
う

な
環
境
・
社
会
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
と

て
も
重
要
で
す
。

　
市
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援
の

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
広
報
お
お
た
け
で
も
定
期
的
に

市
内
の
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
を

し
て
い
ま
す
。

　
県
で
は
、
自
転
車
利
用
者
の
交
通
安

全
の
意
識
を
高
め
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
と
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
を
進
め
て
い

ま
す
。
自
転
車
の
交
通
事
故
と
自
転
車

利
用
者
に
よ
る
危
険
・
迷
惑
行
為
の
防

止
の
た
め
、
毎
年
５
月
を
「
自
転
車
マ

ナ
ー
ア
ッ
プ
強
化
月
間
」
に
設
定
し
て

い
ま
す
。
日
ご
ろ
乗
っ
て
い
る
自
転
車
を

点
検
し
、
運
転
マ
ナ
ー
を
見
直
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

 

自
転
車
安
全
利
用
５
則

①
自
転
車
は
車
道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外

　
　
自
転
車
は
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
が

原
則
で
す
。
た
だ
、「
自
転
車
歩
道
通
行

可
」
の
標
識
・
標
示
が
あ
る
場
合
や
安

　
全
確
保
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
場
合

に
は
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
っ
て
歩
道
を

通
行
で
き
ま
す
。

②
車
道
（
路
側
帯
）
は
左
側
を
通
行

　
　
自
転
車
は
「
軽
車
両
」
と
い
う
車
の

仲
間
で
す
。
車
道
の
左
側
を
通
行
し
ま

し
ょ
う
。

③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り
を

徐
行

　
　
歩
道
を
通
行
す
る
と
き
は
、
歩
行
者

を
優
先
し
、
車
道
寄
り
を
徐
行
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る

場
合
は
、
一
時
停
止
し
ま
し
ょ
う
。

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

　
　
飲
酒
運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進
は
禁

止
で
す
。　
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
、

　
交
差
点
で
の
信
号
遵
守
と
一
時
停
止
・

安
全
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

　
　
児
童
ま
た
は
幼
児
に
は
、
必
ず
自
転

車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
せ
ま
し
ょ

う
。
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ッ
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延長

軽 自動車税のグリーン化特例（軽課）
　地方税法の改正により、燃費基準によって税率が軽減されるグリーン化特例（軽課）が１年間延長されます。
　初度検査年月が平成 28 年４月から平成 29 年３月の車両で、一定の燃費基準を満たしているものは、グリーン
化特例（軽課）の適用により、平成 29 年度分の税率が軽減されます。
※　燃費基準によって税率が異なります。車検証などで確認してください。
※　軽自動車税の賦課基準日は４月１日です。
※　軽自動車税には月割課税の制度はありません。

問い合わせ 市民税務課 ☎２１２７

【表１】 四輪以上および三輪の軽自動車の税率（年税額）

※　軽課の適用は１年限りです。平成28年度分に下記表２の軽課税率が適用されていた車両は、
　平成29年度分から②の標準税率になりますので、ご注意ください。

【表２】 グリーン化特例（軽課）の税率（年税額）

四輪
以上

四輪
以上

乗　用

三　輪

初度検査年月

三　輪

乗　用

貨物用

初度検査年月 平成 16年 4月～平成 27年 3月 平成 27年 4月～

平成 28年 4月～平成 29年 3月

平成 16年 3月までのもの

3,100 円

1,000 円

1,800 円

2,700 円

1,000 円

1,300 円

2,000 円

3,500 円

5,400 円

1,900 円

2,500 円

3,000 円

5,200 円

8,100 円

2,900 円

3,800 円

5,500 円

7,200 円

4,000 円

3,000 円

3,900 円

6,900 円

10,800 円

5,000 円

3,800 円

4,600 円

8,200 円

12,900 円

6,000 円

4,500 円

車種区分

車種区分

①旧税率

・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車

ガソリン車・ハイブリッド車
※平成17年排出ガス基準75％低減達成車

（★★★★低排出ガス車）

平成32年度
燃費基準＋20%達成車
※　貨物用は平成27年度燃費
　基準＋35%達成車

平成32年度
燃費基準達成車
※　貨物用は平成27年度燃費
　基準＋15%達成車

平成21年排出ガス基準
10％以上低減

②標準税率

軽課税率

②重課税率

営業用

自家用

営業用

自家用

営業用

自家用

営業用

自家用

貨物用
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